
平
成
二
十
一
年
三
月
十
九
日
提
出

質

問

第

二

二

六

号

在
沖
米
軍
基
地
勤
務
の
駐
留
軍
労
働
者
・
退
職
者
の
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
救
済
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

照

屋

寛

徳
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在
沖
米
軍
基
地
勤
務
の
駐
留
軍
労
働
者
・
退
職
者
の
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
救
済
に
関
す
る
質
問
主
意
書

在
沖
米
軍
基
地
に
勤
務
中
、
長
年
に
わ
た
っ
て
ア
ス
ベ
ス
ト
の
飛
散
す
る
業
務
に
従
事
し
た
駐
留
軍
労
働
者
が
、
退
職
後
に

健
康
被
害
を
訴
え
る
ケ
ー
ス
が
後
を
絶
た
な
い
。
こ
れ
ら
退
職
者
の
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
に
つ
い
て
の
対
策
の
遅
れ
は
、
沖
縄
が

一
九
七
二
年
ま
で
米
国
の
軍
事
支
配
下
に
あ
っ
た
こ
と
、
復
帰
後
も
雇
用
主
は
日
本
政
府
、
使
用
者
は
米
軍
で
あ
る
特
殊
な
雇

用
形
態
（
間
接
雇
用
）
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
現
実
に
、
日
米
地
位
協
定
が
沖
縄
に
適
用
さ
れ
た
の
は

復
帰
後
で
あ
り
、
在
沖
米
軍
基
地
に
お
け
る
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
の
開
始
時
期
は
、
米
海
軍
横
須
賀
基
地
よ
り
も
八
年
も
遅
れ
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
県
内
の
駐
留
軍
労
働
者
や
退
職
者
に
は
、
十
分
な
救
済
措
置
が
施
さ
れ
て
い
な
い
状
況
が
あ
る
。

こ
れ
ら
駐
留
軍
労
働
者
や
退
職
者
が
高
齢
化
す
る
中
、
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
者
の
掘
り
起
こ
し
は
急
務
で
あ
る
。
同
時
に
、
全

て
の
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
者
が
救
済
さ
れ
る
た
め
に
も
、
救
済
制
度
を
確
実
に
利
用
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
を
確
立
す
る
必
要
が

あ
る
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

二
〇
〇
八
年
十
二
月
末
日
現
在
、
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
に
よ
る
沖
縄
県
内
の
労
災
申
請
件
数
と
認
定
件
数
、
石
綿
健
康
被
害

救
済
法
に
基
づ
く
沖
縄
県
内
に
お
け
る
救
済
件
数
を
、
駐
留
軍
労
働
者
・
同
退
職
者
と
そ
の
他
労
働
者
の
内
訳
を
別
に
し
て

一



明
ら
か
に
し
た
上
で
、
係
る
被
害
状
況
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

ア
ス
ベ
ス
ト
の
健
康
被
害
に
よ
る
労
災
認
定
と
石
綿
健
康
被
害
救
済
法
に
よ
る
救
済
件
数
と
の
合
算
を
、
中
皮
腫
で
の
死

亡
件
数
で
割
っ
た
救
済
率
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
八
年
十
二
月
末
日
現
在
の
沖
縄
県
内
の
救
済
率
と
全
国
平
均
の
救
済
率
を
明

ら
か
に
し
た
上
で
、
係
る
救
済
状
況
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
救
済
の
た
め
の
制
度
利
用
に
必
要
な
健
康
管
理
手
帳
は
、
医
師
の
医
学
的
所
見
、
十
年
以
上
の
ア
ス
ベ

ス
ト
取
扱
い
業
務
を
示
す
同
僚
の
証
言
等
に
よ
る
職
歴
証
明
を
交
付
要
件
と
し
て
い
る
よ
う
だ
。
制
度
利
用
対
象
者
が
高
齢

化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
在
沖
米
軍
基
地
内
で
ア
ス
ベ
ス
ト
が
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
、
い
か
な
る
労
働
環
境
で
業
務
に

従
事
し
て
い
た
か
等
の
職
歴
証
明
記
録
を
「
証
言
集
」
と
し
て
残
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
政
府
は
、
駐
留
軍
労

働
者
や
同
退
職
者
か
ら
聞
き
取
り
調
査
を
実
施
し
、
「
証
言
集
」
の
よ
う
な
形
で
記
録
し
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

四

前
項
に
お
け
る
「
証
言
集
」
が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
国
の
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
者
救
済
事
業
の
補
助
メ
ニ
ュ
ー
活
用

の
一
つ
と
し
て
、
係
る
「
証
言
集
」
作
成
業
務
を
実
施
、
あ
る
い
は
沖
縄
県
等
の
関
係
自
治
体
に
業
務
委
託
す
る
考
え
は
あ

る
か
、
検
討
状
況
の
有
無
を
含
め
て
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二



五

沖
縄
県
に
お
け
る
駐
留
軍
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
一
九
七
二
年
を
境
に
復
帰
前
退
職
者
と
復
帰
後
退
職
者
と
の
間
で
、
労

災
補
償
に
関
す
る
取
扱
い
が
異
な
る
よ
う
だ
が
事
実
か
。
事
実
で
あ
れ
ば
、
取
扱
い
が
異
な
る
理
由
及
び
法
的
根
拠
を
明
ら

か
に
し
た
上
で
、
そ
の
違
い
を
詳
細
に
示
さ
れ
た
い
。

六

日
米
地
位
協
定
第
十
八
条
�
の
規
定
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
は
、
一
九
七
二
年
の
復
帰
以
降
の
事
案
に
の
み
適
用
さ
れ

る
と
理
解
し
て
い
る
が
間
違
い
な
い
か
。

七

二
〇
〇
七
年
十
一
月
二
十
八
日
の
参
議
院
沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
で
、
当
時
の
岸
田
文
雄
沖
縄
及
び

北
方
対
策
担
当
大
臣
が
、
沖
縄
県
に
お
け
る
駐
留
軍
労
働
者
の
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
補
償
に
つ
い
て
、
復
帰
前
に
米
軍
に
直
接

雇
用
さ
れ
た
人
が
対
象
で
あ
っ
て
も
「
請
求
が
あ
れ
ば
雇
用
形
態
、
被
害
に
至
っ
た
状
況
等
、
個
別
具
体
的
な
事
例
に
即
し

て
対
応
し
て
い
く
方
針
で
あ
る
」
旨
答
弁
し
て
い
る
。
係
る
答
弁
に
つ
い
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
の
被
害
補
償
が
考

え
ら
れ
る
の
か
、
根
拠
法
を
示
し
た
上
で
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

八

キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧
な
ど
の
在
沖
米
軍
基
地
に
勤
務
中
ア
ス
ベ
ス
ト
に
さ
ら
さ
れ
、
石
綿
肺
の
た
め
死
亡
し
た
男
性
の
遺
族

（
妻
）
が
当
時
の
那
覇
防
衛
局
に
損
害
賠
償
請
求
を
し
て
い
た
件
で
、
去
る
二
月
四
日
、
沖
縄
防
衛
局
は
約
二
千
二
百
万
円

の
賠
償
金
を
支
払
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
係
る
損
害
賠
償
金
の
支
払
い
は
、
日
米
地
位
協
定
第
十
八
条
�
の
規
定
に
基
づ
く
も

三



の
だ
が
、
日
米
の
分
担
比
率
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
米
側
が
分
担
金
を
支
払
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
米
側
に
支
払
う
意
思

は
あ
る
の
か
把
握
し
て
い
る
か
。
し
て
い
れ
ば
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
同
様
に
米
側
が
支
払
い
を
拒
ん
で
い
る
場
合
は
、
そ

の
理
由
を
明
示
さ
れ
た
い
。

九

前
項
同
様
の
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
六
年
十
月
十
七
日
に
も
当
時
の
那
覇
防
衛

施
設
局
が
日
米
地
位
協
定
第
十
八
条
�
の
規
定
に
基
づ
き
、
約
二
千
二
百
万
円
の
損
害
賠
償
金
の
支
払
い
を
行
っ
て
い
る
と

承
知
し
て
い
る
。
係
る
支
払
い
に
つ
い
て
日
米
の
分
担
比
率
と
米
側
に
よ
る
分
担
金
支
払
い
の
有
無
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

右
質
問
す
る
。

四


